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米沢市電子入札システムの概要について

令和８年２月

米沢市 総務部 契約検査課
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１．電子入札とは

◆入札会場へ出向くことなく、会社の事務所にいながら、インター
ネットを利用して入札に参加することができます。

◆指名通知、入札書の提出、開札及び落札結果の通知等、入札
に関する一連の業務が電子化されます。
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２．電子入札システム導入の目的とメリット

◆業務の効率化
入札や入札結果・契約内容の公表に関する業務の効率化・迅
速化を図ることができます。

◆コスト縮減
事業者においては，直接市役所まで足を運ぶ必要がなく，時間
的拘束から開放され，交通費や人件費などの経費節減が可能と
なり，利便性が著しく向上されます。

◆入札手続きの透明性・公正性の向上
電子入札システムにより幅広く工事等の入札情報を開示するこ
とで，透明性の確保と事業者の入札参加の機会が拡大され，競
争性が促進されます。



4

具体的なメリット

•入札会場への移動時間とコストの縮減

•入札参加に伴う拘束時間（会場での待ち時間等）の縮減

•交通事情や天候等の影響がない

•入札書又は委任状の不備による無効入札の防止

入札に参加される方

•指名通知書等の発送作業の縮減

•入札（開札）事務に要する作業時間の縮減

•入札会場の確保・準備が不要 など

発注者側
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３．対象となる案件

令和８年３月（試行運用）

令和８年４月（本格運用）

＜建設工事＞

•契約検査課で執行する200万円を超える入札案件

＜建設コンサルタント業務＞

•契約検査課で執行する200万円を超える入札案件

＜対象入札＞

・「指名競争入札」、「条件付き一般競争入札」、「随意契約」
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４．電子入札運用スケジュール

※市内の建設業者等は利用届の提出にご協力ください。
※電子入札システム利用届は受付開始以降、随時行います。
※当面は「紙入札」と「電子入札」の併用型（二本立て）として運用を行います。
例：A+Bの指名案件において、一者でも電子入札に未登録の業者が存在する場合には、従来どお
り紙入札を実施します。（紙入札と電子入札の混合方式は行いません。）

建設工事/委託
業務

令和７年度 令和８年度

Ｒ８.２下旬
Ｒ８.３.1～R８.３.３１
★試験運用

Ｒ８.４.1～
★本格運用

受注者説明会

利用届（受付）

紙入札

電子入札

説明会

米沢市電子入札システム利用届（利用者登録）

利用者登録が完了していないランクは当面紙入札（従来どおり）
例：Bﾗﾝｸ（未登録者有） ・Aﾗﾝｸ（未登録者無）+Bﾗﾝｸ（未登録者有）

利用者登録が完了しているランクから順次、電子入札へ移行
例：Aﾗﾝｸ（未登録者無）
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５．電子入札導入に伴い、従来と異なる点

◆電子入札案件について
電子入札案件は、指名通知～入札までを、原則電子で執行し、受付期限は、開札日の
前日の正午までを基準とします。また、入札を辞退する場合は、開札までに電子入札シ
ステムにより入札辞退届を提出するものとします。

ただし、システム障害やICカード失効破損、ICカード（再）発行申請中などに限り、届出（
紙入札参加承諾願）により紙入札参加も可能とします。 （詳しくは、Ｐ８を参照）

◆電子入札による再入札回数について
１回目の開札の結果で予定価格に達しない場合、再度の入札回数は１回までとします。

（詳しくは、Ｐ１０を参照）

◆入札情報について
設計書（設計内訳書、図面等）および入札結果は、入札情報公開システムを活用して公
表します。これらの情報は誰でも閲覧でき、電子入札・紙入札のいずれについても同シ
ステム上で公表します。
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６．システム障害等による紙入札のながれ

◆入札書と工事内訳書に加えて、紙入札参加承諾願を、封入し
て開札日前日の正午までに総務部契約検査課検査担当に持参
してください。

◆職員が入札書に記載された金額等をシステムに入力いたしま
すので、開札には市役所へお越しいただき、立ち会いをお願いし
ます。 （再入札も同様です。）

◆入札書は「電子入札用」の書式をお使いください。書式内に3桁
のくじを記載する欄がありますので、必ずくじ番号（任意の3桁の
数字）を記入してください。
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紙入札参加承諾願 入札書（電子入札用）
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７．電子入札による再入札の取り扱い
再入札のながれ

１ １回目の開札結果、落札者が決まらなかった場合には、直ちに電子入札システムを用
いて再度の入札を実施します。

２ 再入札の開札日は、初回開札日と同日とし、初回開札終了後に引き続き行うものとし
ます。入札書の受付開始時刻から受付締切時刻の期間は、約６０分とします。

なお、再入札の開札時刻前にすべての再入札書等の提出が確認された場合でも、入札
参加者の混乱を避けるため、受付締切時刻の変更は行いません。

３ 再入札の回数は１回までとします。 （２回まで）

４ １回目の入札に参加した者で入札が無効となった者は、再度入札に参加できないも
のとします。

５ 再入札を行った結果、落札者がいない場合には、改めて日程を設定し、後日再入札
通知書を発行いたします。
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８．システムの入口
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９．お問い合わせ窓口

●電子入札システム，入札情報公開システムの操作方法について
（株）日立システムズ 電子入札総合ヘルプデスク
受付時間：平日9：00～12：00，13：00～17：30
電話番号：0570-021-777
メールアドレス：sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com

●ＩＣカードの取得，設定について
電子入札コアシステム対応の各認証局

●入札制度及び個別案件について
米沢市 総務部 契約検査課
電話番号：22-5111（代表） 内線2501・2502

メールアドレス：keiyaku-ka@city.yonezawa.yamagata.jp


